
手すり の設置 手すり の設置

段差解消 段差解消

廊下幅の拡張 廊下幅の拡張

出入口の改良 出入口の改良

浴室の改良 浴室の改良

便所の改良 便所の改良

階段の設置・ 改良 階段の設置・ 改良

転倒防止 転倒防止

エレベーター等の設置 エレベーター等の設置

②耐震改修工事 ②耐震改修工事

建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づき、 建築士が行った耐震診断によ り 、 建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づき、 建築士が行った耐震診断により 、

所要の耐震性能を有するために必要と される改修工事 所要の耐震性能を有するために必要と される改修工事

既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく 建設住宅性能評価書を 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく 建設住宅性能評価書を

取得するために必要と される改修工事 取得するために必要と される改修工事

既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく

保険契約が締結されているこ と を証する書類を取得するために必要と さ れる改修工事 保険契約が締結されているこ と を証する書類を取得するために必要と さ れる改修工事

③共同居住用住居に用途変更するための改修工事 ③共同居住用住居に用途変更するための改修工事

用途変更に伴い、 建築基準法に適合さ せるため必要な改修工事 用途変更に伴い、 建築基準法に適合さ せるため必要な改修工事

用途変更に伴い、 消防法に適合させるため必要な改修工事 用途変更に伴い、 消防法に適合させるため必要な改修工事

その他共同居住用住居の用に供するために必要な改修工事 その他共同居住用住居の用に供するために必要な改修工事

④間取り 変更工事 ④間取り 変更工事

⑤子育て世帯対応改修工事・ 子育て支援施設の併設に係る工事 ⑤子育て世帯対応改修工事・ 子育て支援施設の併設に係る工事

柱等の角の面取り 及びク ッ ショ ンの設置 柱等の角の面取り 及びク ッ ショ ンの設置

ド アスト ッ パー又はド アク ローザーの設置 ド アスト ッ パー又はド アク ローザーの設置

ク ッ ショ ン床へ改修 ク ッ ショ ン床へ改修

人感センサー付照明設置や足元灯の設置 人感センサー付照明設置や足元灯の設置

転落防止措置に係る工事 転落防止措置に係る工事

ド アや扉へ指詰め防止工事 ド アや扉へ指詰め防止工事

子どもの進入や閉じ込み防止のための鍵等の設置 子どもの進入や閉じ込み防止のための鍵等の設置

チャイルド フェンス等の設置 チャイルド フェンス等の設置

シャッ ター付コンセント 等の設置 シャッ ター付コンセント 等の設置

火傷防止用ｶﾊ゙ 付ーき水栓、 ｻー ﾓｽﾀｯﾄ式水栓の設置 火傷防止用ｶﾊ゙ 付ーき水栓、 ｻー ﾓｽﾀｯﾄ式水栓の設置

ﾁｬｲﾙﾄﾞ ﾛｯｸや立消え安全装置が付いた調理器の設置 ﾁｬｲﾙﾄﾞ ﾛｯｸや立消え安全装置が付いた調理器の設置

台所の対面化や大型化に係る工事 台所の対面化や大型化に係る工事

子育てしやすい間取り への改修 子育てしやすい間取り への改修

二重ﾛｯｸ、 ｵー ﾄﾛｯｸ等の防犯性の高い玄関ド アの設置 二重ﾛｯｸ、 ｵー ﾄﾛｯｸ等の防犯性の高い玄関ド アの設置

カメ ラ付きインターホン設置 カメ ラ付きインターホン設置

防犯フィ ルム、 安全ガラス、 面格子の設置 防犯フィ ルム、 安全ガラス、 面格子の設置

防犯カメ ラ 、 屋外灯の設置 防犯カメ ラ 、 屋外灯の設置

施錠式郵便受箱の設置 施錠式郵便受箱の設置

家具の転倒防止措置のための下地処理 家具の転倒防止措置のための下地処理

子どもが開閉しやすい建具に改修する等避難時安全確保の工事 子どもが開閉しやすい建具に改修する等避難時安全確保の工事

浴室の広さの確保（ バランス釜から給湯器への改修） 浴室の広さの確保（ バランス釜から給湯器への改修）

浴室の呼び出しチャイムの設置 浴室の呼び出しチャイムの設置

居室の電気スイ ッ チのワイ ド スイッ チへの改修 居室の電気スイ ッ チのワイ ド スイッ チへの改修

スロッ プシンク の設置 スロッ プシンク の設置

キッ ズスペースの設置 キッ ズスペースの設置

ト イ レにおむつ交換台を設置 ト イ レにおむつ交換台を設置

床の防音・ 遮音工事（ 二重床、 床仕上げ材の改修等） 床の防音・ 遮音工事（ 二重床、 床仕上げ材の改修等）

壁・ 界壁の防音・ 遮音工事（ 多孔質吸音材料の設置等） 壁・ 界壁の防音・ 遮音工事（ 多孔質吸音材料の設置等）

開口部の防音・ 遮音工事（ 防音ｻｯｼ、 二重窓の設置等） 開口部の防音・ 遮音工事（ 防音ｻｯｼ、 二重窓の設置等）

ビルト イン食器洗機の設置 ビルト イン食器洗機の設置

掃除しやすいレンジフード の設置 掃除しやすいレンジフード の設置

ビルト イン自動調理対応コンロの設置 ビルト イン自動調理対応コンロの設置

掃除しやすいト イレの設置 掃除しやすいト イレの設置

宅配ボッ ク スの設置 宅配ボッ ク スの設置

風呂・ 脱衣所の暖房乾燥機の設置 風呂・ 脱衣所の暖房乾燥機の設置

給湯設備の大型化(単身世帯から家族世帯向けへの改修) 給湯設備の大型化(単身世帯から家族世帯向けへの改修)

最先端技術を用いた子育て世帯対応に係る工事 最先端技術を用いた子育て世帯対応に係る工事

子育て支援施設の併設に係る工事 子育て支援施設の併設に係る工事

⑥防火・ 消火対策工事 ⑥防火・ 消火対策工事

消火設備（ 屋内消火栓設備、 スプリ ンク ラー設備及び水噴霧消火設備等の設置） 消火設備（ 屋内消火栓設備、 スプリ ンク ラー設備及び水噴霧消火設備等の設置）

警報設備（ 自動火災報知設備、 ガス漏れ火災警報設備、 漏電火災警報器等の設置） 警報設備（ 自動火災報知設備、 ガス漏れ火災警報設備、 漏電火災警報器等の設置）

避難設備（ 避難器具、 誘導灯及び誘導標識等の設置） 避難設備（ 避難器具、 誘導灯及び誘導標識等の設置）

その他（ 非常用照明装置若しく は防火戸の設置又は内装材の不燃化工事等） その他（ 非常用照明装置若しく は防火戸の設置又は内装材の不燃化工事等）

⑦交流スペースを設置する改修工事 ⑦交流スペースを設置する改修工事

⑧省エネルギー改修工事 ⑧省エネルギー改修工事

開口部に係る断熱改修 開口部に係る断熱改修

外壁、 屋根・ 天井または床に係る断熱改修 外壁、 屋根・ 天井または床に係る断熱改修

⑨安否確認のための設備の改修工事 ⑨安否確認のための設備の改修工事

入居者の状況を検知する機器の設置 入居者の状況を検知する機器の設置

通報装置の設置 通報装置の設置

その他、 国土交通省の協議による その他、 国土交通省の協議による

⑩防音・ 遮音工事 ⑩防音・ 遮音工事

床の防音・ 遮音工事（ 二重床、 床仕上げ材の改修等） 床の防音・ 遮音工事（ 二重床、 床仕上げ材の改修等）

壁・ 界壁の防音・ 遮音工事（ 多孔質吸音材料の設置等） 壁・ 界壁の防音・ 遮音工事（ 多孔質吸音材料の設置等）

開口部の防音・ 遮音工事（ 防音ｻｯｼ、 二重窓の設置等） 開口部の防音・ 遮音工事（ 防音ｻｯｼ、 二重窓の設置等）

その他、 国土交通省の協議による その他、 国土交通省の協議による

⑪居住のために最低限必要な改修工事 ⑪居住のために最低限必要な改修工事

⑫調査において居住のために最低限必要と 認めら れた工事 ⑫調査において居住のために最低限必要と 認めら れた工事

現行　 ※黄色： 都独自項目

補助対象工事細目一覧

①バリ アフリ ー改修工事

改正後　 ※変更点： 赤字
　 　 　 　 　 　 　 ※黄色： 都独自項目

補助対象工事細目一覧

①バリ アフリ ー改修工事



現行　 ※黄色： 都独自項目

補助対象工事細目一覧

改正後　 ※変更点： 赤字
　 　 　 　 　 　 　 ※黄色： 都独自項目

補助対象工事細目一覧

入居者の身体等の状況に応じて必要と なる工事 入居者の身体等の状況に応じて必要と なる工事

車いす対応台所の設置等 車いす対応台所の設置等

車いす生活者等に配慮したコンセント 位置の移設又は設置 車いす生活者等に配慮したコンセント 位置の移設又は設置

福祉型便房の設置等 福祉型便房の設置等

脱衣所、 玄関に腰掛け台の設置（ 固定） 脱衣所、 玄関に腰掛け台の設置（ 固定）

聴覚障害者用お知らせランプの設置 聴覚障害者用お知らせランプの設置

点字表示の設置 点字表示の設置

居室の水栓器具の取替え（ レバー式蛇口やワンプッ シュ式シャワー等への取替え） 居室の水栓器具の取替え（ レバー式蛇口やワンプッ シュ式シャワー等への取替え）

居室のサッ シのク レセント を大型レバー型に改修 居室のサッ シのク レセント を大型レバー型に改修

屋根除雪作業のための軽減措置（ 融雪装置の設置等） 屋根除雪作業のための軽減措置（ 融雪装置の設置等）

（ 削除） 緊急通報装置、 安否確認装置等の設置（ 有料サービス用の機器・ 配管配線は除く ）

ヒ ート ショ ッ ク 対策工事（ 浴室・ 脱衣室・ 便所・ 寝室） ヒ ート ショ ッ ク 対策工事（ 浴室・ 脱衣室・ 便所・ 寝室）

断熱材の設置 断熱材の設置

（ 削除） 断熱・ 遮熱塗装

断熱タイル設置 断熱タイル設置

断熱フローリ ングの整備 断熱・ 遮熱フローリ ングの整備

グラ スウール・ 押出し発泡ポリ スチレン等の増設 グラ スウール・ 押出し発泡ポリ スチレン等の増設

断熱サッ シの設置 断熱サッ シの設置

内窓設置 内窓設置

複層ガラス設置 複層ガラス設置

（ 削除） 断熱フィ ルム設置

断熱雨戸設置 断熱雨戸設置

遮熱ガラ リ 設置 遮熱ガラ リ 設置

（ 削除） 断熱シャッ ター設置

気密シート の設置 気密シート の設置

暖房便座への更新（ 温水シャワー付含む） 暖房便座への更新（ 温水シャワー付含む）

遮熱塗装 （ 新規）

（ 削除） 高齢者・ 障害者・ 子育て世帯等を支援する施設の整備

（ 削除） 共用リ ビングの設置

（ 削除） 談話室の設置

①物件取得の直後又は②サブリ ースによ り 住宅を供給する主体がサブリ ース物件の借上直後 （ 新規）

に行う 、 居住のために最低限必要な改修工事

洗面、 便所、 浴室等水回り の設備の設置 （ 新規）

劣化した内装材の改修 （ 新規）

子育てなどに配慮した改修（ 子育てに配慮した住宅のガイド ラ イン記載内容などの改修） 別表子育てなどに配慮した改修（ 子育てに配慮した住宅のガイド ラ イン記載内容などの改修） 別表

⑬入居対象者の居住の安定確保を図るため居住支援協議会等が必要と 認める改修工事⑬入居対象者の居住の安定確保を図るため居住支援協議会等が必要と 認める改修工事



項 目 工事内容等

段差解消 住戸内、バルコニー出入り口の段差の解消
危険防止のための手すりの設置
転落防止措置

防犯対策

防犯カメラの設置
カメラ付きインターホンの設置
合わせガラス、防犯フィルム、鍵付きクレセントの設置
防犯対策用の鍵に交換

ベビーカー、三輪車置場の確保
手すりの設置
補助照明の設置
利便性への配慮（エントランス部）
・オートロックの設置
・宅配ボックスの設置
利便性への配慮
・操作しやすい水栓器具の設置
・シャワーヘッド付水栓の設置
手すりの設置
暖房機等の設置
住戸内洗濯機置き場の設置
進入防止鍵等の設置
防滑床への変更
手すりの設置
広さの確保
水栓器具へのやけど事故防止措置
浴室暖房乾燥機の設置
広さの確保
手すりの設置
外から開けられる鍵の設置
外開き又は引き戸の設置
洋式便器への変更
対面式キッチンの設置、広さの確保

危険防止設備等の設置
・チャイルドロック付き調理器の設置
・ガス漏れ検知器の設置

台所

利便性への配慮
・操作しやすい水栓器具の設置

別表 子育てなどに配慮した改修（子育てに配慮した住宅のガイドライン記載内容などの改修）

（１）基本性能等に関する配慮事項

転落防止・落下物による危険防止

防音対策 界床、界壁、開口部（サッシ等）の防音性確保

（２）単位空間別の配慮事項

玄関

ドアストッパーやドアクローザーの設置
指挟みの防止措置

洗面所・脱衣所

浴室

トイレ



項 目 工事内容等

引き戸の指挟み防止措置
折戸の指挟み防止措置
使いやすい形状の取っ手の設置
ドア内のガラスを安全ガラスに変更
ワイドスイッチの設置
シャッター付コンセントの設置
コンセント位置の移設
収納スペースの確保
壁等の出隅の面取り
緩衝材の設置
家具等の転落防止措置
・付け長押の設置
・家具を固定するための下地の設置
可変性のある間取りへの改修
チャイルドロック付避難ハッチの設置
スロップシンクの設置

住戸内通路及び出入口 幅員の確保
住戸内階段 手すりの設置

 なお、整備の目安については、「子育てに配慮した住宅のガイドライン」を参考にすること。

建具

ドアストッパーやドアクローザーの設置
指挟みの防止措置

居室

バルコニー

※その他、「子育てに配慮した住宅のガイドライン」における「建物を整備する際の配慮事項」を含む。


